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                     こんにちは 

            こちらは、滋賀県食品安全監視センターです。 

 

 

    **************************** I N D E X *********************************** 

    *                                     * 

            （１）腸管出血性大腸菌 O-157 による食中毒事件の発生について 

    *                                                                       * 

    * ─────────────────────────────────── * 

       

      （２）食品回収情報（ H29.7.22 ～ H29.8.10）（略） 

    *                                                                       * 

    * ─────────────────────────────────── *  

  

    **************************************************************************** 
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（１）腸管出血性大腸菌 O-157 による食中毒事件の発生について 

     

  ８月２１日に埼玉県内の施設で加工販売されたポテトサラダで腸管出血性大腸菌 O157 を原因とする食

中毒が発生しました。 

 

 

 ＜腸管出血性大腸菌について＞ 

  腸管出血性大腸菌は、ベロ毒素を産生する大腸菌です。 

  腸管出血性大腸菌感染症は、O-157 をはじめとするべロ毒素産生性の腸管出血性大腸菌で汚染された食

物などを経口摂取することによっておこる腸管感染が主体です。 

  食肉の加熱不足で食べて感染する食中毒事件が多いですが、野菜が原因で発生する食中毒事件の報告も 

 多数あります。 

  平成２４年８月に、札幌市等で、浅漬が原因で、腸管出血性大腸菌 O157 による食中毒事件が発生し、

８名の方が亡くなられる事件も発生しております。 

  大量調理施設衛生管理マニュアルに野菜・果物の取扱いが以下のとおりありますので、こちらを遵守す

るようにしてください。 



    

  ① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とする。 

  ② 各材料ごとに、５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－２０℃以下で２週間 

   以上保存する。（検食用） 

  ③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する。（冷凍野菜は－１５℃以下） 

  ④ 流水で３回以上水洗いする。 

  ⑤ 中性洗剤で洗う。 

  ⑥ 流水で十分すすぎ洗いする。 

  ⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等(注)で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。 

  ⑧ 水切りする。 

  ⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。 

  ⑩ 清潔な容器に入れる。 

  ⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで３０分以上を要する場合には、１０℃ 

   以下で冷蔵保存する。 

  

 (注)  

    次亜塩素酸ナトリウム溶液（２００mg/?で５分間又は１００mg/?で１０分間）又はこれと同等の効果を

有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、亜塩素酸ナトリウム溶液（生食用野菜に限る。）、過酢酸製剤、次 

 亜塩素酸水並びに食品添加物として使用できる有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で規定す

る｢食品、添加物等の規格基準｣を遵守すること。 

  

 

 ＜腸管出血性大腸菌の臨床症状について＞ 

  症状は、無症 候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに、著しい血便とともに重篤な合 

 併症を起こし死に至るものまで様々です。 

  多くの場合、3～5 日の潜伏期をおいて、激しい腹痛をともなう頻回の水様便の後に、血便となります( 

 出血性大腸炎）。発熱は軽度で、多くは 37 ℃台で、血便の初期には血液の混入は少量であるが次第に増加 

 し、典型例では便成分の少ない血液そのものという状態になります。  

  有症者の 6～7%において、下痢などの初発症状発現の数日から 2 週間以内に、溶血性尿毒症症候群（Hem 

 olytic Uremic Syndrome, HUS)、または脳症などの重症な合併症が発症します。HUS を発症した患者の致 

 死率は 1～5%とされています。 

 

■参考リンク 

  腸管出血性大腸菌（Enterohemorrhagic Escherichia coli：EHEC） 滋賀県 

  http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/bunseki/8ehec/ehec_tokutyou.html 

 

 腸管出血性大腸菌による食中毒 厚生労働省 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/daichoukin.html 

 

 大量調理施設衛生管理マニュアル  厚生労働省 

 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf 

 

 浅漬の衛生管理について ～漬物事業者の食中毒予防対策 厚生労働省 



 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03-3.html 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
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  いよいよ、夏本番。 

  猛暑の季節となりました。 

   

  微生物の増殖にも格好の気候条件となりますので、施設の衛生管理の再点検とともに、皆様の健 

  康や体調管理にご留意いただき、食中毒注意報等の情報にも注意してお過ごしください。 
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  ┝━━ 注意｜  
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         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の食の安全情報にアクセスしてください。 



                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/ 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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